
 

 

 

 

 

 

 

 
◆違法・有害情報に関する相談は高止まり傾向 

総務省がまとめたインターネット上の違法・有

害情報に関する報告書によると、違法・有害情

報相談センターに寄せられた令和６年度の相談

件数は 6,403件で、令和５年度の 6,463件に引

き続き高止まり傾向にあります。 

 相談者の属性は「個人」85.2％、「個人事業

主」8.2％、「企業・団体」5.7％と、個人の割

合が圧倒的に多くなっています。 

 

◆カスタマーハラスメント対策の観点から押さ

えておくべきこと 

一方で、今年 10月から企業にはカスタマー

ハラスメント対策を講じることが義務とされま

す。 

厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策

企業マニュアル』では、「SNS／インターネッ

ト上での誹謗中傷型」のハラスメント行為への

対応例として、ホームページ等の運営者への削

除請求や発信者情報の開示請求を挙げているこ

とから、自社が誹謗中傷の被害にあったりプラ

イバシーを侵害するような情報が掲載されたり

した場合に備えて、方法を確認しておくとよい

でしょう。 

 

◆法務省が手引きを公表 

 法務省が４月 15日に公表した『インターネ

ット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き』

には、Googleや LINEヤフー、Instagramや

Facebook などを運営する Meta といった主なプ

ロバイダ、サーバの管理・運営者ごとに、自ら

削除依頼を行う場合の手順が掲載されていま

す。「削除依頼フォーム」のどの項目をクリッ

クするのか、どの選択項目にチェックを入れる

のかなどが解説されており、削除依頼のメール

テンプレートも掲載されています。 

ダウンロード等して保存しておくとよいでし

ょう。 

【参考】 

「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依

頼の手引き」 
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html 

 

 
◆育成就労制度 

外国人の就労について、技能移転による国際

貢献を目的とする技能実習制度に代わり、人手

不足分野における人材の育成・確保を目的とす

る育成就労制度が、令和９年４月１日から始ま

ります。 

それに伴い、出入国在留管理庁のサイトに

は、制度の概要や関係法令、FAQ、解説動画や

運用要領等の情報が掲載されています。 

 

◆外国人雇用をめぐるルール 

 日本における外国人の働き方には複数の制度

があり、法令のみでルールづくりを行うことは

困難です。また、法令の改正を待たずに適宜見

直しを行えるようにする必要もあります。 

そのため、育成就労制度については、制度運

用に関する基本的事項などを定める基本方針、

受入れ業種・職種ごとの運用に関する重要事項

などを定める分野別運用方針とともに、必要な

手続きなどを定める運用要領も整備されていま

す。 
 

◆運用要領の一部改正 

令和８年２月２０日に公表された運用要領に

ついて、４月６日にその一部更新が行われまし

た。「第４章 育成就労計画の認定等」と 

インターネット上で自社に対する誹謗中傷

の書込みを見つけたら？ 

「育成就労制度運用要領」が一部改正されて

います（出入国在留管理庁） 

2026 年 6 月号 
 連絡先：〒２６０－００１３  

千葉県千葉市中央区中央２－９－８ 千葉広小路ビル３０２ 

電 話 ：０４３－３０７－５９６７  

ＦＡＸ ：０４３－２３９－９８４７ 

e-mail ：kabashima@lmcon.com 

 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html


 
「第５章 監理支援機関の許可等」に改正があ

り、参考様式の一部も改正されています。 

 育成就労計画の認定申請および監理支援機関

の許可申請については、施行日前申請が可能

で、外国人技能実習機構ホームページには様式

記載例などの情報が掲載されています。 

頻繁に情報の更新や追加が行われているの

で、外国人を雇用している、もしくはこれから

雇用を予定している企業等においては、こまめ

に最新情報を確認しておくとよいでしょう。 

【参考】 

育成就労制度（出入国管理庁） 
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00
005.html 

 運用要領（出入国管理庁） 
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukoku
kanri07_00002.html 

育成就労制度（外国人技能実習機構） 
https://www.otit.go.jp/news/index.html 

 

  
～経団連「HR部門における AI 等の活用に関す

る報告書」より  
 

◆人事部門でも進む AI の活用 

現在、AIの普及が急速に進んでいます。企

業においても、従業員が業務上 AIを利用する

場面が増えているでしょう。 

この動きは、企業の人事部門（①採用、②人

材配置、③人材育成、④労務管理）においても

例外ではありません。大企業を中心とした例に

なりますが、日本経済団体連合会（経団連）よ

り、HR部門において AI等を活用している企業

やシステム開発事業者へのヒアリングを実施

（回答企業 75社）した報告書が公表されてい

ます。 

   
◆どのような場面で使われているのか 

同報告書によれば、HR部門での活用状況を

みると、「採用」（25社）が一番多く、その

具体的内容としては「応募者スクリーニング」

（15社）を挙げる企業が多くなっています。

次いで多い「労務管理」（22 社）の具体的内

容では「労務相談の一次対応」（19社）が多

く、さらに「人材育成」（20 社）では、「面

談サポート」（14社）が多い結果となってい

ます。 

 

◆企業によるガバナンス体制の構築が必要 

同報告書では HR部門における AI等の活用の

大前提として、「HR部門での AI活用はあくま

で人間の意思決定のサポート機能として活用す

ることが肝要」とされ、求められる対応とし

て、「適切に対応するためのガバナンス体制の

構築が必要」とされています。 

労働力不足の中、今後一層、業務における

AI利用が進むと予想されます。様々なリスク

に対応するためにも、企業が主導しての社内

AI利用体制の整備が必要になってくるでしょ

う。 

【参考】 

日本経済団体連合会「HR部門における AI等の

活用に関する報告書 
https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/016.ht

ml 
 

 
◆具体的な内容 

令和８年７月から、民間企業における障害者

の法定雇用率が現行の 2.5％から 2.7％へ引き

上げられます。障害者を雇用しなければならな

い対象事業主の範囲も、現行の常時雇用労働者

数 40.0人以上から 37.5人以上へと拡大されま

す。 

法定雇用率を満たすかは、毎年６月１日時点の

障害者雇用状況報告をもとに確認されます。つ

まり、令和８年６月１日時点の報告は現行の法

定雇用率に基づき確認されますが、令和９年６

月１日の報告では引上げ後の法定雇用率に基づ

き確認されるため、新たに対象となる企業で

は、約１年後の報告を見据えた対応が求められ

ます。 

 

◆企業に対する支援策 

支援制度としては、高齢・障害・求職者雇用

支援機構（JEED）の障害者雇用納付金関係助

成金が代表的です。 

本助成金は、障害者の新規雇入れや雇用継続

を行う上で施設・設備の整備等や適切な雇用管

理を図るための特別な措置を行わなければ困難

であると認められる場合に支給され、次の８種

類があります。 

障害者作業施設設置等助成金／障害者福祉施

設設置等助成金／重度障害者多数雇用事業所施

設設置等助成金／障害者介助等助成金／職場適

応援助者助成金／重度障害者等通勤対策助成金

／障害者雇用相談援助助成金／障害者能力開発

助成金 

要件や手続きなどの詳細はパンフレット「障

害者雇用納付金関係助成金のごあんない」もし

人事部門の AI 活用 

令和８年７月から障害者の法定雇用率が引

き上げられます 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
https://www.otit.go.jp/news/index.html
https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/016.html
https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/016.html


 

 

 

 

 

 

 

 

くは助成金別の案内パンフレットをご覧くださ

い。 

法改正への対応とあわせ、無理のないかたち

で障害者雇用を進めるためにも、早めの情報収

集と準備を心掛けましょう。 

【参考】 

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化につ

いて（厚生労働省） 
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf 

助成金（JEED） 
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.h
tml 
 

 
 

労働施策総合推進法の改正により、2026 年

４月から治療と仕事の両立支援が事業主の努力

義務となりました。「治療と就業の両立支援指

針」では、両立支援を行うにあたっての留意事

項や環境整備等がまとめられています。 

 

◆留意事項 

 指針で掲げる９つのうち、リーフレットでは

次の３つを取り上げています。 

①労働者本人の申出 

申出が行われやすい環境の整備（ルールの作

成・周知、研修による意識啓発、相談窓口の

整備、情報の取扱方法の明確化等） 

②労働者との十分な話合い、上司・同僚の理

解 

労働者に対する措置等の検討にあたり、事業

主が一方的に判断しないよう、必要な取組み 

・就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、話合

い等を通じて労働者本人の了解を得られるよ

う努める 

・安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の

意見を勘案して、可能な限り配置転換、時短

措置などを講じて就業の機会を失わせないよ

う留意する 

・ 疾病や治療に対する誤解や偏見等が生じな

いよう、事業主、人事労務担当者、上司・同

僚等において必要な配慮を行う 

③個人情報の保護  

個人情報の保護も含めた事業場における治療

と就業の両立支援のルールおよび体制の整

備・明確化  

 
◆環境整備 

 指針では、次の５つを掲げています。 

①事業主による基本方針の表明等と労働者へ

の周知 

②研修等による意識啓発 

③相談窓口等の明確化 

④治療と就業の両立支援に関する制度、体制

等の整備 

⑤事業場内外の連携 

高年齢労働者やがん患者など、治療を続け

ながら働く人は増加しています。労働者の安

心感や人材の定着などに繋げるためにも、措

置を講じるようにしましょう。 

【参考】 

治療と就業の両立について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny
a/0000115267.html 
 

  
気象庁は４月１７日、最高気温 40℃以上の

日の名称を「酷暑日」に決定すると公表しまし

た。 

近年、夏に４０℃を超える気温が観測される

ことが珍しくなくなりました。厚生労働省の

「職場における熱中症防止のためのガイドライ

ン」には、計画的に暑熱順化期間を設ける必要

性が明記されており、早くから対策を始めるこ

とが重要です。 

 

◆暑熱順化プログラム 

暑さが本格化する前に、計画的に暑熱順化期

間を設けて徐々に熱に慣らし暑熱環境に適応さ

せることにより、熱中症リスクを大きく軽減で

きます。 

暑熱順化の方法としては、７日以上かけて暑

熱環境での身体的負荷を増やす、作業時間を調

整して次第に長くする、などが挙げられます。 

暑熱順化は休暇等のため熱へのばく露が中断す

ると喪失が始まるため、以下の場合は、作業従

事者が暑熱順化していないことに、特に留意す

る必要があります。 

①気温等が急に上昇した高温多湿作業場所で

作業を行う場合 

②新規入職者などが新たに当該作業を行う場

合 

③作業従事者が長期間、当該作業場所での作

業から離れ、その後再び当該作業を行う場合 

等 

 昨年より職場の熱中症対策が義務化され、今

年はその対象がスポットワーカーなどにも拡大

されました。加えて、熱中症の重篤化による死

亡災害の防止だけでなく、予防策により発生そ

「治療と仕事の両立」が事業主の努力義務

となっています 

早めの熱中症対策で酷暑日に備えましょう 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html


 
のものを抑えることが、夏場の労働災害防止に

繋がるとして、ガイドラインは策定されていま

す。 

上記暑熱順化プログラムや、労働者の年齢・

基礎疾患等を踏まえた作業時間の短縮など、社

内ルールから見直すことが肝心です。 

【参考】 

「職場における熱中症防止対策に係る検討会」

の報告書等を公表します（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71721.htm
l 

 
新入社員の業務開始から１カ月ほどが経つこ

「質問しづらい」「周囲に迷惑をかけたくない」

と感じ、業務内容、人間関係、仕事の進め方など

の悩みを抱え込んでしまうケースもありますが、

小さな違和感をそのままにすると、意欲低下や

早期離職に繋がるおそれがあります。 

若年労働者の職場定着に関する調査ではあり

ませんが、厚生労働省の調査報告書では「『働き

がい』『働きやすさ』は、従業員の意欲、定着及

び会社の業績向上を高める傾向があることがう

かがわれる」とされています。 

 

◆小さな不安を見逃さないことが重要 

「質問しづらい」「周囲に迷惑をかけたくな

い」と感じ、業務内容、人間関係、仕事の進め

方などの悩みを抱え込んでしまうケースもあり

ますが、小さな違和感をそのままにすると、意

欲低下や早期離職に繋がるおそれがあります。 

若年労働者の職場定着に関する調査ではありま

せんが、厚生労働省の調査報告書では「『働き

がい』『働きやすさ』は、従業員の意欲、定着

及び会社の業績向上を高める傾向があることが

うかがわれる」とされています。 

 

◆相談できる体制づくりを 

また、同報告書では「『働きがい』は…（中

略）…『自己効力感』が充足されるような雇用

管理がなされた場合に高まる傾向があり、『働

きやすさ』は『自己効力感』に加え、『相談で

きる体制』や『福利厚生』に関する雇用管理が

なされた場合に高まる傾向がみられる」とされ

ています。 

「困っていることはないか」「相談しやすい

相手はいるか」等、短時間でも継続して対話の

機会を設け丁寧に確認することが、安心して働

ける職場づくりに繋がります。今一度、自社の

受入れ体制を見直してみてはいかがでしょう

か。 

【参考】 

新規学卒就職者の離職状況 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny
a/0000137940.html 

「働きやすい・働きがいのある職場づくりに

関する調査報告書」概要（平成 26 年５月） 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/k
oyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/dl/
houkoku_gaiyo.pdf 

 

 
４月１６日、｢社会保障に関する日本国とポ

ーランド共和国との間の協定｣（日・ポーラン

ド社会保障協定）の署名が、両国首相立会いの

下で行われました。 

 

◆社会保障協定の効果 

日本から一時的に海外派遣される企業駐在員

等には、双方の国の年金制度への二重加入を義

務づけられる一方、派遣先の国で負担した年金

保険料が年金受給に繋がらないといった課題が

あります。社会保障協定の締結は、こうした課

題を解決するものです。 

日・ポーランド社会保障協定締結により、具

体的には次の課題が解決されることになり、企

業・駐在員等の負担軽減に繋がるとともに、

日・ポーランド間の経済交流の一層の促進が期

待されます。 

○二重加入の防止 

派遣期間が５年以内の一時派遣被用者等は、

原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入す

る 

○年金加入期間を通算 

両国の年金制度への加入期間を通算すること

により、年金受給のために必要とされる加入期

間の要件を満たしやすくする 

 

◆今後の手続き 

社会保障協定が発効するには、署名の後、閣

議決定、国会の承認を経て、国内法の改正や省

令の制定、公布が行われる必要があります。さ

らに、国内手続が完了したことを確認した後、

外交上の公文（批准書や通告書）の交換から一

定期間が経過した日が「発効日」として定めら

れます。 

 

◆社会保障協定の締結状況 

既に米国、ドイツ、英国、韓国、ブラジル、

インド、フィリピン、中国、オーストリア等の

新入社員の働きやすい職場環境づくりのす

すめ 

 

日・ポーランド社会保障協定の署名が行わ

れました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71721.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71721.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html
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２４カ国との間で協定を結び、発効済みとなっ

ています。 

ポーランドは、日本が署名する２５番目の社

会保障協定です。 

【参考】 

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkin
20260415_00001.html 

日本年金機構ホームページ 

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-
kyotei/shaho.html 

 

 
地方労働行政運営方針とは、厚生労働省が労働

行政における重点課題への対応方針をまとめた

ものです。今年度の企業向け施策の主なポイン

トは、以下です。 

 

◆賃上げに向けた支援・非正規労働者の処遇改

善等に関する支援 

賃上げに取り組む企業への支援として、賃上

げ支援助成金パッケージの周知や価格転嫁・取

引適正化の徹底を図ります。 

非正規労働者の処遇改善等に取り組む事業主

を支援するキャリアアップ助成金の各コースの

周知等を実施します。 

 

◆労働移動の円滑化 

賃金上昇を伴う中途採用者の雇用拡大を図る

事業主への支援として、早期再就職支援等助成

金（中途採用拡大コース）の周知等に取り組み

ます。 

 

◆人手不足対策 

全ハローワークで医療・介護・保育分野の事

業所へのアウトリーチによる求人充足支援に取

り組み、雇用管理指導援助も含めた支援を実施

します。 

 

◆多様な人材の活躍促進 

70歳までの就業機会確保等に向けた環境整

備や高齢者の処遇改善を行う企業への支援とし

て、65歳超雇用推進助成金の周知等に取り組

みます。 

 

◆女性活躍推進・ハラスメント対策 

４月から義務化された男女間賃金差異・女性

管理職比率の情報公表の周知等に取り組みま

す。 

ハラスメント防止措置を講じていない事業主

への厳正な指導の実施等により、法の履行確保

を図ります。 

 

◆仕事と育児・介護の両立支援等 

両立支援等助成金の活用を推進し、仕事と育

児・介護の両立ができる職場環境整備を図りま

す。 

 

◆安全で健康に働くことができる環境づくり 

長時間労働の抑制や、労働者が安全で健康に

働くことができる環境の整備等に取り組みま

す。 

【参考】 

令和８年度地方労働行政運営方針について 
https://www.mhlw.go.jp/content/10401000/00

1689499.pdf 
 

 
厚生労働省は４月１日、社会保険（厚生年金保

険・健康保険）の適用拡大について情報提供を

行う「社会保険適用拡大特設サイト」をリニュ

ーアルしました。令和７年年金制度改正の内容

を反映したもので、リニューアルしたサイトを

活用し、制度への理解促進を一層図っていくと

しています。 

 

◆スケジュール 

社会保険の適用拡大は段階的に設定されてお

り、対象企業は従業員数に応じて次のように拡

大していきます。 

51人以上：適用済み 

36～50人：令和９年 10月施行 

21～35人：令和 11年 10月施行 

11～20人：令和 14年 10月施行 

10人以下：令和 17年 10月施行 

また、従業員に関する要件は、令和８年 10月

以降「所定内賃金が月額 8.8 万円以上」という

要件が撤廃され、「週所定労働時間 20時間以上」

で「学生でない」パート・アルバイト等の短時間

労働者は、加入対象となります。 

 

◆実務担当者および従業員向けの広報資料を刷

新 

対象別のニーズに合わせたコンテンツが大幅

に改修されました。 

・事業主・人事労務担当者向け 

令和８年度地方労働行政運営方針のポイン

ト 

「社会保険適用拡大特設サイト」がリニュー

アルされました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkin20260415_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkin20260415_00001.html
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10401000/001689499.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10401000/001689499.pdf


 
社内準備を支援する「社会保険適用拡大ガイド

ブック」や「社会保険適用拡大のこんなとき！

どうする？手引き」、最新の周知用チラシなど

が掲載されています。 

・従業員向け 

加入メリットを解説するチラシや「社会保険加

入を考える３ステップ」、ＱＡ集が用意されて

います。また、将来の年金額を試算できる「公的

年金シミュレーター」も利用可能です。 

・社会保険適用拡大に関する解説動画 

制度の趣旨を迅速に理解できるよう、ショート

動画や５分動画が新たに整備されました。 

 

【参考】 

社会保険適用拡大特設サイト 

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/ 
 

「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューア

ル 

https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_000
05.html 
 

 
令和８年度労働保険の年度更新期間は、６月

１日（月）～７月 10日（金）です。厚生労働

省の「労働保険の電子申請に関する特設サイ

ト」では、手続きを電子申請で行うメリット等

を紹介しています。 

 

◆◆メリット１：スピード申請 

 

電子申請では大量の申請書類も簡単に短時間

で記入でき、前年度の情報を取り込むことがで

きるので、入力チェック機能や自動計算機能が

あるため記入漏れやミスを防げます。 

 

◆メリット２：いつでもどこでも手続き可能！ 

自宅やオフィスで、24時間 365日、申請や届

出ができます。 

 

◆メリット３：無駄な時間・コストの削減 

申請・届出用紙の入手が不要なため、窓口で

並ぶ時間や移動費などを削減でき、担当者の業

務改善に繋がります。 

 

◆電子申請の進め方 

まず、電子証明書または G ビズ ID を取得し

て、パソコンの環境設定を行う必要があります。

なお、電子証明書の種類によっては手数料がか

かりますが、マイナンバーカードや Gビズ IDを

利用する場合は、手数料がかかりません。 

次に、「e-Gov電子申請」から手続きを検索し

て申請を行います。API 対応の労務管理ソフト

を利用している場合は、ソフト上で入力したデ

ータをそのまま申請に利用することができます。 

 

◆アドバイザーによる無料サポート 

「電子申請未利用事業場アドバイザー事業」

では、労働保険の電子申請に関する不安や不満

について電話やオンラインで対応、また、アド

バイザーが直接訪問（要予約）して初期設定の

サポートも実施しています。 

この機会に電子申請を行ってみてはいかがで

しょうか。 

 

【参考】 

労働保険年度更新に係るお知らせ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoke
n21/index.html 

労働保険の電子申請に関する特設サイト 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/k
oyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-
shinsei/tokusetusaito.html 
 

 
１日 

○ 労働保険の年度更新手続の開始 

＜7 月 10 日まで＞［労働基準監督署］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付 

［郵便局または銀行］ 

30 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付 

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況

報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公

共職業安定所］ 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

労働保険の電子申請を行ってみませんか？ 

６月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
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